
（２）事業場の賃金改定額と地域別 低賃金額との比較

※ 低賃金特設サイトへのアクセスはこちら（URL:https://pc.saiteichingin.info/）

※同サイト内の「あなたの賃金を比較チェック」も併せてご利用ください。

（１）により確認した結果、 低賃金額を下回っている場合には、賃金額の見直しが必要です
（ 低賃金特設サイト（※）内の「よくあるご質問」「使用者と 低賃金制度」「Ｑ２」を参

照ください）
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（１） も賃金が低い者と地域別 低賃金額との比較

下回っている 賃金額の見直しが必要です（ 低賃金特設サイト
（※）内「ポイント！ 低賃金」及び「 低賃金と

は？」を参照ください）

賃金額の見直しが必要です（ 低賃金特設サイ
ト（※）内「ポイント！ 低賃金」の「 低賃金
とは？」及び「 低賃金のチェック方法は？」

を参照ください）
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で雇用していますか？
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どの賃金が 低賃金

に算入されるかにつ

いては、 低賃金特

設サイト（※）内

「ポイント！ 低賃

金」の「対象となる
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ください。


